
 

第２２期第１回 
佐賀県連合海区漁業調整委員会 

 

 

 

日 時：令和３年４月２８日（水） 
１３：００～ 

場 所：佐賀県水産会館「大会議室」 
（佐賀市西与賀町厘外 821 番地の 2） 

 

 

～ 次    第 ～ 
 
 
１ 開  会 
 
 
２ 議  題 
 
（１） 会長及び副会長の選任について（協議）             １～２頁 

                                     
（２） 令和２年度全国海区漁業調整委員会連合会中央要望活動結果について（報告） 

３～３４頁 
（３） その他 
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全国海区漁業調整委員会連合会　令和２年度要望事項及び要望先

農
林
水
産

大
臣

水
産
庁

海
上
保
安
庁

海
事
局

Ⅰ　海区漁業調整委員会制度について

　１　海区漁業調整委員会制度の堅持 ○ ○ ○

　２　委員の選任 ○ ○ ○

　３　海区漁業調整委員会の財政基盤の確保 ○ ○ ○

　４　【新規】新たな漁業関係法令の改正について ○ ○ ○

Ⅱ　沿岸漁場の秩序維持について

　１　違法操業の取締り強化等 ○ ○ ○ ○

　２　「密漁もの」の流通防止 ○ ○ ○

Ⅲ　太平洋クロマグロの資源管理について

　１　クロマグロ資源の適正利用

　　①資源評価結果に基づく漁獲枠の増枠の実現 ○ ○ ○

　　②漁獲枠配分の公平な見直しと留保枠の有効活用等 ○ ○ ○

　２　定置網等における管理手法の確立および支援措置

　　①漁業種類ごとの特性に配慮した具体的な管理手法の提示等 ○ ○ ○

　　②混獲回避支援措置等の予算確保と減収補填支援制度の創設 ○ ○ ○

　　③漁業収入安定対策の要件緩和措置の継続等 ○ ○ ○

　　④【新規】漁獲状況を把握するシステム構築 ○ ○ ○

　３　遊漁者等の操業自粛措置 ○ ○ ○

Ⅳ　沿岸資源の適正な利用について

　１　沿岸漁業と沖合（指定）漁業の調整

　　①水産庁による両者の共存共栄のための話し合いの主催と合意形成の斡旋 ○ ○ ○

　　②沿岸漁業に準じた禁止期間の設定など、沖合漁業の許可内容の見直し ○ ○ ○

　　③カツオやスルメイカにおける沖合漁業と沿岸漁業の操業調整 ○ ○ ○

　　④海洋環境の変化への対応や大量漁獲規制による水産資源の適正管理 ○ ○ ○

　　⑤漁業構造改革総合対策事業にかかる沿岸漁業者への配慮 ○ ○ ○

　２　マサバ太平洋系群の適正利用

　　①適正な数値目標の設定と資源管理計画履行の指導等 ○ ○ ○

　　②科学的根拠に基づく目標管理基準値の設定 ○ ○ ○

　　③漁獲管理に対する漁業者等への説明と漁獲量抑制による減収の補償 ○ ○ ○

　３　カツオ資源の適正利用 ○ ○ ○

　４　公海におけるサンマ、マサバ等の水産資源の適正利用 ○ ○ ○

　５　沖合（指定）漁業の操業秩序の確立

　　①付属船を含む大中型まき網漁船全船へのVMS設置の義務付け ○ ○ ○

　　②VNSを有効に活用した違反操業の抑止と取締強化等 ○ ○ ○

　６　沿海地区における発電事業への対応について

　　①沿海地区での発電事業開始前に漁業への影響を確認する仕組みの構築 ○ ○ ○

　　②地元沿岸漁業者の理解を得る仕組みの構築 ○ ○ ○

　７　【新規】改正漁業法における新たな資源管理措置等について

　　①漁業現場の実情に即した資源管理措置の検討 ○ ○ ○

　　②漁業者等の理解と合意のもとでの資源管理措置の導入 ○ ○ ○

　　③沿岸の零細漁業の経営に十分配慮した資源管理措置の実施 ○ ○ ○

　　④遊漁者の管理 ○ ○ ○

Ⅴ　外国漁船問題等について

　１　排他的経済水域の境界の画定 ○ ○ ○ ○

　２　漁業協定等の見直し・暫定水域等の操業秩序確立と資源管理

　　①日台漁業取決め適用水域の一部縮小と協議対象水域の拡張抑制 ○ ○ ○

　　②日台漁業取決め適用水域内における安全操業の確保と台湾漁船のPI保険の加入の義務化 ○ ○ ○

　　③韓国漁船の操業規制と日韓暫定水域の操業秩序確立 ○ ○ ○ ○

　　④中国漁船の日中暫定水域やEEZ内の操業秩序確立とサンゴ網対策 ○ ○ ○ ○

　　⑤ロシア水域における操業条件緩和交渉等にかかる支援継続と「さけ・ます流し網漁業」に代わる代替漁法等、
      新たな操業の実現のための積極的な交渉

○ ○ ○

　　⑥EEZ内におけるロシア大型トロールによる漁具被害の防止にかかる連絡体制の構築及び被害補償の実施 ○ ○ ○
　３　外国漁船の取締り強化と漁業者の安全の確保

　　①領海及びEEZ内における外国漁船に対する、徹底した取締りの実施 ○ ○ ○ ○

　　②外国公船や外国漁船の位置動向の監視と、漁船や関係機関に対する情報提供 ○ ○ ○ ○

　　③外国漁船等の避泊にかかる、地元漁業や環境に対する影響の防止 ○ ○ ○ ○

　　④北朝鮮のミサイル発射に係る迅速な情報提供 ○ ○ ○ ○
　４　被害の救済 ○ ○ ○
Ⅵ　海洋性レジャーとの調整等について
　１　遊漁と漁業の調整

　　①遊漁マナーや漁業の基本的考え方に係る積極的な広報等の実施 ○ ○ ○
　　②プレジャーボートを利用する遊漁者の新たな対策の検討 ○ ○ ○
　２　プレジャーボート等の運航に係る安全性の確保と漁業被害の防止 ○ ○ ○ ○
　３　ミニボートによる危険行為の防止
　　①安全航行のための制度改正と反射板等の装置の必置 ○ ○ ○ ○
　　②海難事故や円滑な救難活動のための実効性ある対策の実施 ○ ○ ○ ○
　　③安全講習の義務化と所有者リストの整備 ○ ○ ○ ○
　　④ミニボートの保険加入義務化 ○ ○ ○ ○

国土交通省
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